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第１ 計画の目的 

「鎌ケ谷市総合基本計画」は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３層により

構成しています。 

前期基本計画第１次実施計画（補正版）（以下「実施計画（補正版）」という。）は、「基

本計画」に定める「施策の状態指標（目指す方向性）」及び「施策の柱の成果指標」を達成し、

「基本構想」に掲げる目指すべき都市像「人と緑と産業が調和し未来へひろがる鎌ケ谷」を

実現するとともに、市長公約である「今を大切に 未来に希望を」持てる街づくりを実現す

るため、行政評価の結果及び各施策の進捗状況、社会情勢、環境変化、直近の財政状況など

を踏まえて、前期基本計画第１次実施計画（以下「第１次実施計画」という。）に必要な改定

を行うものとなります。 

 

第２ 計画期間 令和６年度～令和８年度（３年間） 

第１次実施計画は、令和３年度から令和８年度までの６年間を計画期間としていますが、

今回の実施計画（補正版）は、この６年間のうち、令和６年度から令和８年度までの３年間

となります。 

≪総合基本計画の構成及び計画期間≫ 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 計画の性格等 

 実施計画（補正版）は、基本構想及び前期基本計画に定める「鎌ケ谷市が目指す将来の姿

（都市像）」「５つの基本目標」「成果指標」などの達成に向けて、特に優先的に実施する事業

の主な取組みなどを定めており、そのうち多額の経費を要する事業については、事業費及び

必要となる財源を定めています。 

 また、実施計画（補正版）の策定及び推進にあたり、次の事項に配慮しています。 

（１）行財政運営及び予算編成の指針 

各年度の行財政運営の方向性を示すとともに、予算編成の指針とします。 

年度 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 

基本構想 
            

基本計画 
            

実施計画 

            

基本構想（１２年間） 

前期基本計画（６年間） 

第１次実施計画（６年間） 第２次実施計画（６年間） 

第１次実施計画 

《補正版》（３年間） 

第２次実施計画 

《補正版》（３年間） 

後期基本計画（６年間） 

ローリング方式により改訂 
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（２）業務の可視化及び行財政改革の推進 

前期基本計画の施策に該当する全ての事務事業の中から、優先度の高い事務事業及び

その具体的な業務を明らかにし、業務の可視化を図ることで、より計画的な業務の推進

を実現するとともに、業務の改善、廃止など、業務の見直しを積極的に行うことで、効果

的な行財政改革を推進します。 

（３）行政評価制度に基づく進行管理 

実施計画（補正版）は、計画の適切な執行に資するため、行政評価制度を活用し、各

事務事業の進捗状況と前期基本計画に掲げた「施策の柱の成果指標」の達成状況等を把

握するなどの進行管理を行います。 

（４）地方版総合戦略（デジタル田園都市国家構想総合戦略）との一体化 

実施計画（補正版）は、引き続き地方創生の推進を図るため、「まち・ひと・しごと

創生法（平成２６年法律第１３６号）」第１０条１項に基づき、国のデジタル田園都市

国家構想総合戦略を勘案し、地方版総合戦略を包含して策定しました。 

 

第４ 計画の特徴 

 実施計画（補正版）の策定にあたっては、特に次の事項に配慮しています。 

（１）前期基本計画の各施策に該当する全ての事務事業の中から、「優先度の高い事務事

業」を選定するとともに、その事務事業に付随する具体的な業務を明記したこと。 

（２）「優先度の高い事務事業」の選定にあたり、事後評価を参考にするとともに、事前評

価を実施したこと。 

（３）前期基本計画で定める「重点プロジェクト（４頁参照）」の達成及び重点化を図った

計画とするため、重点プロジェクトに結び付く施策の柱に、重点プロジェクトの柱の番

号を明記したこと。 

（４）前期基本計画に掲げた「施策の柱の成果指標」の令和８年度目標値の達成に配慮した

こと。 

 

  



3 

 

第５ 計画の対象 

実施計画（補正版）は、全ての事務事業を対象とし、このうち特に優先度の高い事務事業

を選定するとともに、全体の事業費が５００万円以上の事務事業については、多額の経費を

要する事業として、定めます。 
 

≪総合基本計画全体のイメージ（政策＝１０、施策＝３３、施策の柱＝９２）≫ 

 

  

 

 

【基本目標５】 

豊かな心と生き

がいを実感でき

るまち 

 

 

【基本目標４】 

にぎわいと活力

に満ちた緑あふ

れるまち 

 

 

【基本目標３】 

自然と調和した 

災害に強いまち 

 

 

 

【基本目標２】 

子どもの生きる

力をはぐくむま

ち 

実施 

計画 

(※) 

基本

構想 

基本 

計画 

≪市が目指す都市像≫ 

人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

 

 

【基本目標１】 

誰もが健康で

いきいきと暮

らせるまち 

 

 

まちづくりの基本理念「みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷」 

【基本構想の実現に向けて】 

 

重点プロジェクト（基本計画で定めるもの） 
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【政策９】市民協働・男女共同参画・多文化共生  【政策 10】持続可能な行財政運営 

※実施計画では、施策に該当する全ての事務事業のうち、優先度の高い事務事業２～３事業を対象とする。 

【政策１】 

保健・福祉 

【政策２】子育て 

【政策３】教育 

【政策４】安全 

【政策５】環境 

【政策６】都市基盤 

【政策７】産業 

【政策８】 

生涯学習・文

化・スポーツ 
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第６ 重点プロジェクト 

 

 ～鎌ケ谷市総合基本計画から抜粋～ 

 

 

 

 

 

 

≪重点プロジェクト 1≫  

 誰もが安心して暮らせる防災、減災のまちづくり 

今後は、新型コロナウイルス感染防止策を講じながら、「新たな日常」を実現しつつ、感染症蔓延などの緊

急事態に備える新たな危機管理体制を構築する必要があります。さらに、自然災害への対応として、自助、

共助、公助による地域防災力の向上が必要となります。 

そのため、危機管理体制と防災対策の強化、消防、救急、救助体制の充実を図るとともに、住宅耐震改修

等の補助、準用河川及び雨水貯留池の整備を推進します。 

 

【重点施策】 ①危機管理体制・防災対策の強化  ②消防・救急・救助体制の充実 

③良好な居住環境の確保      ④治水対策の推進 

 

≪重点プロジェクト２≫ 

 未来を担う子どもをみんなで応援するまちづくり 

今後は、行政、学校、地域、事業者など社会全体で、未来を担う子どもとその家庭を支援することで、子

どもを産み育てやすい環境を構築するとともに、鎌ケ谷で育った子どもが、市に愛着を持ちながら成長し続

けることで、大人になっても住み続けたいと思えるまちづくりを目指します。 

そのため、妊娠、出産、子育て期の家庭に対する施策の重点化を図るとともに、安全で安心な教育環境の

確保、生きる力をはぐくむ特色ある学校づくりを推進することで、子育て）が「住みたい」「住み続けたい」

と思えるまちづくりを推進します。 

 

【重点施策】 ①子育て環境の充実  ②保育サービス等の充実 

③学校教育の充実   ④児童・生徒の健康及び安全等の確保 

 

≪重点プロジェクト３≫ 

 人が集い、住みたい魅力のあふれるまちづくり 

今後は、都市像となる「人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷」を目指して、緑と調和した景

観形成や緑地の保全を図りながら、魅力あるコンパクトなまちづくりを進めるとともに、地域の魅力を最大

限に活かす取組みを推進し、にぎわいの創出を図っていきます。 

こうしたまちづくりを進めながら、企業誘致等に積極的に取り組むことで、市民の雇用拡大を推進すると

ともに、税収の増加や商工業の振興を図ります。 

 

【重点施策】 ①快適な公園・緑地空間の創出  ②安全に利用できる道路環境の充実 

③魅力ある都市機能の充実    ④商工業の振興及び観光施策の充実 

 

重点プロジェクト 

本市が目指す将来の姿（都市像）を実現するため、基本構想で定める５つの基本目標を踏ま

え、各分野において重点的かつ優先的に、また横断的に取り組むものとして、次のとおり３つ

のプロジェクトを（プロジェクトごとに重点施策をそれぞれ４つ）設定します。 
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第７ 多額の経費を要する事業の状況 
 実施計画（補正版）の対象とする事業は、前期基本計画で掲げた各施策のねらい達成のた

め、市が行う全ての事務事業（予算計上を必要としない事務事業、国・県・民間等が主体と

なり本市が事業費を負担する事務事業を含む）とします。 

 そのうち、全体の事業費が５００万円以上の事務事業については、「多額の経費を要する

事業」として、特に明記します。 

 

１ 事業全体の状況 

（１）３年間の事業数 ７８事業 

（２）３年間の事業費 １６，３７９，１５４千円  

 

≪財源内訳別≫              （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度一般財源額は 1,903,235 千円ですが、新鎌ケ谷駅南側の東京１０号線 

延伸新線跡地の土地売払収入予定額 690,322 千円を見込みますと、実質的な一般 

財源負担額は 1,212,913 千円となります。 

 

≪基本目標別≫              （単位：千円） 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

２ 事業の詳細 

  多額の経費を要する事業の詳細は、「別冊（多額の経費を要する事業の詳細）」に掲載し

ています。 

6年度 7年度 8年度 計画期間合計

6,038,568 5,245,152 5,095,434 16,379,154

428,402 629,131 654,248 1,711,781

17,940 60,250 62,438 140,628

3,450,500 2,855,300 2,582,600 8,888,400

65,300 64,000 48,100 177,400

173,191 134,483 148,308 455,982

1,903,235 1,501,988 1,599,740 5,004,963

総事業費

国庫支出金

県支出金

市債

基金繰入金

その他

一般財源
※

6年度 7年度 8年度 計画期間合計

6,038,568 5,245,152 5,095,434 16,379,154

845,786

（5.2％）

4,873,265

（29.7％）

1,385,056

（8.5％）

7,081,893

（43.2％）

1,814,035

（11.1％）

379,119

（2.3％）

  はぐくむまち

  暮らせるまち

３　自然と調和した

４　にぎわいと活力に満ちた

５　豊かな心と生きがいを

基本構想の実現に向けて

  実感できるまち

  緑あふれるまち

  災害に強いまち

総事業費

１　誰もが健康でいきいきと

２　子どもの生きる力を

64,052 260,055 521,679

1,543,965 1,442,961 1,886,339

734,475 488,961 161,620

2,648,359 2,145,167 2,288,367

800,496 867,489 146,050

247,221 40,519 91,379
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第８ 重点プロジェクト及び市長公約に基づき計上した主な事業 
 前期基本計画に定める「重点プロジェクト」及び「市長公約」に基づき、未来につなげる

投資・かまがやの街づくりの加速化を図るため「令和６年度以降も継続して実施する事業」

や「新規及び拡充する事業」等で実施計画（補正版）に計上した主な事業は、次のとおりで

す。 

 
≪重点プロジェクト≫ 

重点プロジェクト１ 
   誰もが安心して暮らせる防災、減災のまちづくり 

  
重点プロジェクト２  

   未来を担う子どもをみんなで応援するまちづくり 
 
重点プロジェクト３  

   人が集い、住みたい魅力のあふれるまちづくり 
 
 

≪市長公約≫ 
１ 緊急に取り組む事業  

事業１ 子育て世代への支援 

事業２ 北千葉道路の整備を見通したまちづくり  

 

 

 

 

 

 

２ まちづくり５つの政策  

     柱１  子育てがしやすいまちづくり 

     柱２  お年寄りや障がいを持っている人が安心して暮らせるまち 

     柱３  災害に強い安全、安心なまちづくり 

     柱４  にぎわいあふれる発展し続けるまち 

     柱５  緑にあふれ、豊かな産業が育つまち 

 

１ 緊急に取り組む事業    

① 子ども医療費、高校生等医療費の助成（こども支援課）…本編Ｐ.３７        

 

                                        

    

０歳から高校生等を対象として、医療費の一部を助成します。 

また、令和３年度からは、子ども医療費の対象とならない高校生等を対象として、医

重点プロジェクト２ 

実施年度 
こども医療費 ：令和６年度以降も継続 

高校生等医療費：令和３年度から継続（令和５年度拡充） 

事業１ 子育て世代への支援 

※「緊急に取り組む事業」に位置付けていた「新型コロナウイルス感染症対策」

については、緊急対応という意味では所期の目的を達成したことや令和５年５月

８日から感染症法上の位置づけが２類から５類へ移行したことなどを踏まえ、

「緊急に取り組む事業」としての位置づけからは除くものの、引き続き必要な対

応を図ってまいります。 
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療費の一部を助成します。通院は３００円/回、調剤は無料、入院は３００円/日までの

自己負担とし、これを超える額を市が助成します。なお、令和５年８月から子ども医療

費（高校生等含む）の自己負担について、月額上限を設定しているほか、高校生等につ

いても現物給付方式に変更して助成しています。 

 

② 多子世帯への保育料の減免（幼児保育課）本編Ｐ.４５               

                                        

    保育施設を利用する０歳から２歳までの保護者が支払う保育料について、多子世帯

の負担軽減を図るため、所得に関わらず１８歳以下の子を対象に変更し、第２子は半

額、第３子以降は無償とします。 

 

③ 多子世帯への学校給食費の減免（給食管理室）本編Ｐ.５３           

                                        

経済的負担の大きい多子世帯の保護者の負担軽減を図るため、子を３人以上扶養し 

ている世帯について、市内小中学校に通う第３子以降の学校給食費を無償化します。 

   

④【新規】小学校１年生の学校給食費を無償化（給食管理室）本編Ｐ.５３      

                                        

小学校入学に伴い経済的負担が大きくなることから、保護者の負担軽減を図るた 

め、小学校１年生の学校給食費を無償化します。 

 

① 北千葉道路沿線土地利用整備構想策定事業（都市政策室）            

…本編Ｐ.８５(別冊Ｐ.３４)  

                                        

現在未事業化区間となっている市川市から鎌ケ谷市間の約５．５km の将来の事業化

を見越し、整備に向けた課題の整理や土地利用方法等の検討を行います。 

 

  ②【新規】北千葉道路沿線地籍調査事業（都市政策室）…本編Ｐ.８５(別冊Ｐ.３４）    

    

    北千葉道路の早期開通に向けて、土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置

と面積を測量調査します。 

 

  

重点プロジェクト２ 実施年度 令和３年度から継続 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和３年度から継続 

実施年度 令和６年度開始 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和５年度から令和８年度 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和７年度開始 重点プロジェクト３ 

事業２ 北千葉道路の整備を見通したまちづくり 
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２ まちづくり５つの政策  

 ≪子育て環境の充実≫   

①【新規】総合福祉保健センター分館整備事業（社会福祉課）             

…本編Ｐ.１７（別冊Ｐ.３）     

    

健康福祉部の相談窓口や執務スペースの適切な確保のため、新たな施設（分館）の整

備を行います。 

 

②【新規】産後ケア事業の実施（健康増進課）…本編Ｐ.３６               

 

 

 

 

出産後間もない母子に対して、母親の身体的な回復や心理的な安定を促進すること 

を目的に「宿泊型」及び「通所型」の産後ケアを実施します。 

 また、令和６年度からは、「訪問型」の産後ケアを開始するとともに、自己負担額の 

減免制度について、全ての利用者を対象に拡充します。 

 

③ かまっこすくすくアプリの運営（健康増進課）…本編Ｐ.３６          

    

妊婦健診や子どもの成長記録、予防接種スケジュール等をスマートフォンで管理が 

できる電子母子健康手帳機能と子育て支援の情報等を発信するアプリを運用します。 

 

④ 伴走型子育て支援の実施（こども支援課、健康増進課）…本編Ｐ.３６      

    

子育て支援のさらなる推進策である伴走型相談支援として、妊娠届出時、妊娠８カ 

月前後、出生届出から乳児家庭全戸訪問までの期間の計３回のタイミングにおいて、 

保健師等の面談を行います。また、経済的支援として、妊娠届出児の面談実施後に５ 

万円、出生届出時等の面談実施後に５万円を給付します。 

 

⑤【新規】１か月児健康診査費用の助成（健康増進課）…本編Ｐ.３６        

    

疾病の早期発見や母子への支援を強化するため、生後１か月の乳児が受診する健康

診査費用を助成します。 

  

実施年度 令和７年度から令和８年度工事（令和６年度設計） 

実施年度 

宿泊型：平成３０年度から継続 

通所型：令和５年度から継続 

訪問型：令和６年度開始 

自己負担額の減免：令和６年度拡充 

重点プロジェクト２ 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和５年度から継続 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和４年度から継続 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和６年度開始 

柱１  子育てがしやすいまちづくり 
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⑥【新規】産婦健康診査事業（健康増進課）…本編Ｐ.３７（別冊Ｐ.５）        

    

産後うつの予防など出産直後の母子への支援を強化するため、出産２週間後及び１ 

か月後に産婦健康診査を受診する費用を助成します。 

 

⑦ こども食堂の運営補助（こども総合相談室）…本編Ｐ.３８             

    

 電力・ガスなどの価格高騰に直面するこども食堂の負担軽減を図るため、支援金を

支給します。令和６年度以降も引き続きこども食堂に対して、運営費補助を行う予定

です。 
 

⑧ 東部児童センターの運営（こども支援課）…本編Ｐ.４１                  

   

市内６つのコミュニティエリアで未整備となっている東部地区に、令和６年３月に

児童センターを開館し、運営を行います。 
 

≪保育サービス等の充実≫ 

①【新規】公立保育園のＩＣＴ環境を整備                       

（幼児保育課）…本編Ｐ.４３（別冊Ｐ.７）（公立保育園ＩＣＴ化整備事業） 

（ＤＸ推進室）…本編Ｐ.１１５（別冊Ｐ.５０）（業務用無線ＬＡＮ整備事業）           

    

保護者の利便性向上及び保育士の負担軽減のため、登降園管理、連絡帳、保育記 

録等の管理が可能なシステムを導入します。 

    また、システムの導入に併せて、保育園内に業務用無線ＬＡＮの整備を行います。 

    

②【新規】民間保育所等整備助成事業（幼児保育課）…本編Ｐ.４３（別冊Ｐ.６）      

    

待機児童の解消を図るため、定員９０名の民間保育所等の整備、運営を補助しま

す。 
 

③ 医療的ケアが必要となる園児へ対応するための体制整備              

（幼児保育課）…本編Ｐ.４３            

    

医療的ケアが必要となる園児に対応するため、保育園に看護師を配置するとともに、

必要となる備品等を整備します。 

 

④【新規】西部小学校放課後児童クラブの整備（こども支援課）           

…本編Ｐ.４４（別冊Ｐ.８）（放課後児童クラブ整備・改修事業）            

    

西部小学校第１放課後児童クラブ施設の整備や必要な改修を行います。 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和６年度開始 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和５年度から継続 

重点プロジェクト２ 実施年度 令和５年度完成 

実施年度 令和８年度導入（令和７年度整備） 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和７年度開園（令和６年度整備） 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和５年度から継続 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和７年度工事（令和６年度設計） 重点プロジェクト２ 
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≪学校教育の充実、児童・生徒の健康及び安全等の確保等≫ 

① 要保護・準要保護児童生徒の援助（学務保健室）…本編Ｐ.３９              

    

経済的理由により児童生徒に義務教育を受けさせることが困難と認められる保護者 

に対し、学用品等の学校教育に必要な経費の援助します。 

認定基準について、従来は生活保護基準の１．２倍（所得）としていたところ、令和 

５年度から児童扶養手当受給者等を追加し、対象者を拡大しています。 

 

② 小中学校体育館空調設備設置（教育総務課）…本編Ｐ.４６（別冊Ｐ.９）       

 (義務教育施設維持補修事業) 

    

 

夏季における暑さ対策や避難所となる際の環境改善や機能強化を目的として、小中 

学校の体育館に空調設備の設置を行います。令和１０年度までに全ての小中学校の体 

育館に空調設備を設置する予定です（中学校の柔剣道場への空調設備設置は令和１２

年度完了見込み）。 

 

③ 学校徴収金（補助教材費等）の市による直接徴収（教育総務課）…本編Ｐ.４９   

    

教職員が生徒と向き合う時間を確保するため、教職員の働き方改革として、令和４年

度に全小学校で学校徴収金（補助教材費等）の市による直接徴収を導入しました。 

また、中学校については、令和５年度から第五中学校で試行を実施しており、試行結

果を踏まえ、導入に向けた検討を進めます。 

 

④ 医療的ケアが必要となる児童生徒へ対応するための体制整備    

（指導室）…本編Ｐ.４７  

    

医療的ケアが必要となる児童生徒に対応するため、学校に看護師を配置します。 

 

⑤ 通学路・歩道等整備事業（道路河川管理課）…本編Ｐ.５２（別冊Ｐ.３２）        

 

登下校時における児童生徒の安全確保を図るとともに、歩行者全体の安全と利便性 

の向上を図るため、通学路及び歩道等における交通安全施設を整備します。 

    

実施年度 令和６年度も継続 重点プロジェクト２ 

重点プロジェクト２ 

実施年度 
体育館：令和１０年度全校完了見込み（令和５年度から継続） 

柔剣道場：令和１２年度完了見込み 

実施年度 令和４年度から全小学校で実施 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和５年度から継続 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和６年度も継続 重点プロジェクト２ 
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⑥ 学校給食費の公費補填（給食管理室）…本編Ｐ.５３                 

    

物価が高騰する中、学校給食費を値上げせずに公費補填することで対応してきました。 

令和６年度は学校給食費を値上げしますが、値上げによる保護者の負担増分は全額公費 

補填を継続します。 

 

⑦【新規】中学校部活動地域移行事業（指導室）…本編Ｐ.４７（別冊Ｐ.１１）     

    

令和８年度から、休日における中学校の部活動を地域の活動へ移行するため、部活 

動運営団体に補助金を交付します。また、受益者負担となるため就学援助世帯等への 

支援を実施します。 

 

① 帯状疱疹予防接種費用の助成（健康増進課）…本編Ｐ.１４            

    

５０歳以上になると帯状疱疹の発症率が高くなるため、その発症及び重症化を予防 

するため、市民が受けるワクチン接種の費用助成をします（５０歳以上の市民に対し、 

接種費用の半額を助成、上限４千円～１万円）。 

    

② 胃内視鏡検査（胃がん検診）事業（健康増進課）…本編Ｐ.１５（別冊Ｐ.２）      

    

５０歳以上の胃がん検診の検査項目について、集団形式の胃部エックス線検査に加

えて、医療機関による胃内視鏡検査（２年に１回）を実施します。 

 

③ 【新規】がん患者に対する支援（健康増進課）…本編Ｐ.１５             

    

がん患者のがん治療によるアピアランス（外見）の変化を補完する医療用補正具の

購入費用等に対し補助します。 

また、若年末期がん患者が自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅

療養に必要なサービスの費用に対し補助します。 

   

④【新規】総合福祉保健センター分館整備事業（社会福祉課）（再掲）           

…本編Ｐ.１７（別冊Ｐ.３）     

    

健康福祉部の相談窓口や執務スペースの適切な確保のため、新たな施設（分館）の整

備を行います。 

  

実施年度 令和４年度から継続 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和８年度完全移行（令和５年度から準備） 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和４年度から継続 

実施年度 令和５年度から継続 

実施年度 令和６年度開始 

実施年度 令和７年度から令和８年度工事（令和６年度設計） 

柱２  お年寄りや障がいを持っている人が安心して暮らせるまち 
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⑤【新規】地域包括支援センター整備事業（高齢者支援課）                       

…本編Ｐ.２１（別冊Ｐ.４）     

    

    高齢者が身近で相談できる窓口の強化や地域包括支援センターの業務体制の強化を

図るため、令和８年度に地域包括支援センターを１か所整備し、計４か所による運営

を行います。 

 

⑥ 高齢者補聴器購入費の助成（高齢者支援課）本編Ｐ.２３             

    

聴力機能低下により日常生活に支障がある高齢者の補聴器購入を支援します。６５ 

歳以上で住民税非課税である高齢者に一人当たり上限２万円を助成します。 

 

   ⑦ 移動販売事業の支援（高齢者支援課）本編Ｐ.２４                             

    

    高齢者など、日常の買い物に対する不便さを感じている方々の問題を解消するた

め、民間事業者が販売対象地区に定めた販売ルートを訪問し、市民が直接買い物がで

きるようにする移動販売事業を行います。 

   

⑧【拡充】障がい者の日常生活用具の助成（障がい福祉課）本編Ｐ.２５                            

    

    障がい者のある方の日常生活用具の購入費用を助成します。 

令和６年度は、停電時に人工呼吸器等の生命維持に必要な機器を使用できるよう

に、日常生活用具の購入費用の助成対象に非常用発電機等を追加します。 

   

 ⑨ 運転免許自主返納者や障がい者付添い人に対するコミュニティバスの利用支援   

（都市政策室）…本編Ｐ.８５（別冊Ｐ.３７）（コミュニティバス運行助成事業） 

    

運転免許を自主返納された方や障がい者の付添い人の方に対して、利用者負担を 

１００円から５０円に減免するとともに、事業に協力いただく運行事業者に対し、利 

用者数に応じた運賃補助を実施します。 

 

   ⑩ コミュニティバスの停留所への待合施設設置（都市政策室）            

…本編Ｐ.８５（別冊Ｐ.３７）（コミュニティバス運行助成事業） 

    

コミュニティバスの停留所について、利用者が多い新鎌ケ谷駅及び鎌ケ谷駅に待合 

施設を設置します。 

  

実施年度 令和８年度開始 

実施年度 令和４年度から継続 

実施年度 令和５年度から継続 

実施年度 令和６年度以降も継続 

実施年度 令和５年度から継続 

実施年度 令和５年度から令和６年度 
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① 避難所公共施設への空調設備の設置・改修                 

（教育総務課）…本編Ｐ.６０（別冊Ｐ.９）（義務教育施設維持補修事業）（再掲） 

（文化・スポーツ課）…本編Ｐ.６０（別冊Ｐ.４８）（スポーツ施設維持補修事業）     

 

    

 

夏季における暑さ対策や避難所となる際の環境改善や機能強化を目的として、小中学 

校の体育館及び市民体育館の空調設備の改修を行います。 

 

② 自主防災組織への資器材の交付（安全対策課）…本編Ｐ.５９              

    

   自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資器材を交付することにより、自

主防災組織の育成及び整備並びに防災意識の高揚を図ります。 

 

③ 犯罪被害者等への支援（安全対策課）…本編Ｐ.６１               

    

犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るため、傷害見舞金、遺族見舞 

金の支給及び転居費用を助成します。 

 

 ④【新規】救急自動車の増車（消防総務課）…本編Ｐ.６３（別冊Ｐ.１４）       

（消防車両更新事業） 

    

高齢化社会の進展等により救急需要が増加していることを踏まえ、令和６年度は、 

既存の救急車両の更新に加え、新たに１台救急自動車を増車し、計６台の救急自動車 

により市民の救急要請に対応します。 

 

⑤ 鎌ケ谷消防署改修事業（消防総務課）…本編Ｐ.６３（別冊Ｐ.１５）       

    

  鎌ケ谷消防署の仮眠室個室化等の改修工事を行い、感染症防止対策の強化を図るこ 

とで、災害活動拠点としての機能の確保を図ります。 

 

⑥ 中央消防署等改修事業（消防総務課）…本編Ｐ.６３（別冊Ｐ.１６）       

 

中央消防署の感染症防止対策の強化及び機能拡充を図るため、トイレ改修・仮眠室 

の個室化などの内装改修工事を行い、災害活動拠点としての機能の確保を図ります。 

  

実施年度 
①小中学校体育館:令和１０年度までに全小中学校に設置 

②市民体育館:令和６年度から７年度工事（令和５年度設計） 

重点プロジェクト１ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和５年度から継続 

実施年度 令和６年度購入 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和６年度から７年度工事（令和５年度設計） 重点プロジェクト１ 

重点プロジェクト１ 実施年度 令和５年度から６年度工事（令和４年度設計） 

柱３  災害に強い安全、安心なまちづくり 
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  ⑦ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の屋外設置（警防課）…本編Ｐ.６５         

    

市内公共施設において、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を屋外に設置し、２４時間、 

３６５日、誰もが使用できる環境を整えます。令和７年度までに３９か所の設置を予 

定しています。 

 

⑧【拡充】住宅耐震改修促進事業（建築住宅課）…本編Ｐ.７４（別冊Ｐ.１９）     

    

市内建築物の耐震化を図るため、旧耐震基準で建築された木造住宅を対象として、

耐震診断及び耐震改修工事、通学路等に面する危険コンクリートブロック塀の除却に

係る費用について補助を行います。 

なお、令和６年度から補助額を現行の最大６０万円から１０５万円へ引き上げて交

付します。 

 

⑨ 準用河川整備事業（道路河川整備課）…本編Ｐ.７８（別冊Ｐ.２４）          

    

浸水被害の軽減を図るため、準用河川二和川のバイパス及び拡幅整備を行うととも 

に、老朽化した準用河川大津川の護岸改修等に向けた調査を行います。 

 

⑩ 雨水貯留池整備事業（道路河川整備課）…本編Ｐ.７８（別冊Ｐ.２４）         

    

浸水被害の軽減及び流出抑制を図るため、串崎新田貯留池の整備を行うとともに、 

県事業の大柏川第二調節池周辺の関連整備に係る調査を行います。 

 

 ⑪ 自転車乗車用ヘルメット購入費用の助成（道路河川管理課）…本編Ｐ.８３     

    

令和５年４月１日から改正道路交通法が施行され、全ての自転車利用者のヘルメッ

ト着用が努力義務化されたことに伴い、ヘルメット購入者に対して、購入金額の一部

を助成し、ヘルメットの着用促進及び安全の確保を図ります。 

※助成額：１人あたり１回限り ２千円を上限 

 

① 新京成線連続立体交差事業（道路河川整備課）…本編Ｐ.８２（別冊Ｐ.２８）       

    

本市の東西を走る新京成線を高架化し、踏切遮断による交通渋滞や市街地の分断等を

解消するため、県が事業主体となる鉄道高架に係る側道整備など事業費の一部を負担す

るとともに、関連用地の取得や高架下等の整備工事を行うもの。 

実施年度 令和３年度から令和７年度 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和５年度から継続 重点プロジェクト１ 

実施年度 令和６年度完了 重点プロジェクト３ 

柱４  にぎわいあふれる発展し続けるまち 
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② 新鎌ケ谷西側地区都市計画道路整備事業（道路河川整備課） 

…本編Ｐ.８２（別冊Ｐ.２８）    

    

新鎌ケ谷地区に発生する集中交通を円滑に処理するとともに、歩行者等の安全性を

高めるため、新鎌ケ谷地区の東西を連絡する都市計画道路を整備します。 

※ 都市計画道路は、都市計画道路３・４・１０号中沢北初富線のうち、貝柄山公園入

口の国道４６４号から北側の鎌ケ谷総合病院西側付近までの延長１９７ｍと、こ

の位置から東側の鎌ケ谷総合病院までの延長２０８ｍとなります。 

 

③ 初富駅前広場及びアクセス道路の整備（まちづくり室） 

…本編Ｐ.８５（別冊Ｐ.３５）（都市軸形成促進事業）    

    

快適で安全に利用できる駅前空間を創出するため、初富駅前広場を整備するととも

に、市道１１号線を拡幅し、アクセス道路を整備します。 

 

④ 新鎌ケ谷駅周辺地区市街地整備促進事業（まちづくり室） 

…本編Ｐ.８５（別冊Ｐ.３５）    

    

新鎌ケ谷駅周辺の更なるにぎわいの創出など駅前に相応しい土地活用を図るため、

千葉県が所有する東京１０号線延伸新線跡地を取得します。 

 

⑤ 北初富駅前広場及びアクセス道路の整備（まちづくり室） 

…本編Ｐ.８５（別冊Ｐ.３６）（近隣商業拠点整備事業）    

    

快適で安全に利用できる駅前空間の創出するため、北初富駅前広場を整備するとと

もに、アクセス道路を整備します。 

 

① 街区公園整備事業（公園緑地課）…本編Ｐ.７７（別冊Ｐ.２３）                

    

鎌ケ谷一丁目ふれあいの森公園の整備付帯工事を実施するとともに、（仮称）丸山三

丁目ふれあいの森を都市公園として整備します。また、老朽化が進む囃子水公園を再

整備するとともに、川慈公園について、借地箇所の用地を取得します。 

 

  

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度実施 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 

柱５  緑にあふれ、豊かな産業が育つまち 
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②（仮称）緑道整備事業（道路河川整備課、公園緑地課）…本編Ｐ.７７（別冊Ｐ.２３）       

    

 

新鎌ケ谷駅から北初富駅までの東京１０号線延伸新線跡地について、令和７年度の

供用開始に向けて自転車歩行者専用道路の工事等を行い、令和８年度の供用開始に向

けて公園の工事等を行います。 

 

③【拡充】果樹剪定枝リサイクル事業（農業振興課）…本編Ｐ.８６（別冊Ｐ.３８）           

  

果樹剪定枝の野焼きによる煙害対策のため、剪定枝を破砕処理して糞尿吸着剤等に 

リサイクルしていますが、年々増大する剪定枝の回収量に対応するため、市内民間キ

ャンプ施設への搬入や堆肥チップの市民販売など、様々な方法により事業を実施しま

す。 
 

④ 商工業振興補助金の交付（商工観光課）…本編Ｐ.８９                 

    

地域における商工業の振興を図るため、商工会や各商店会等対して商工業振興補助

金を交付します。 

なお、街路灯の撤去及びＬＥＤ化を促進するため、令和５年度から撤去費の補助率

を現行の１／３から３／４へ引き上げて補助金を交付しています。 
 

  ⑤【拡充】企業誘致基本計画推進事業（商工観光課）…本編Ｐ.９０（別冊Ｐ.４２）           

    

令和５年度に旧第二学校給食センター及び旧トレーニングセンター跡地は市外事業

者への売却が完了し、当該事業者は企業誘致促進条例の奨励金対象になることが見込

まれます。そのため、奨励金を交付するとともに、さらなる企業誘致につなげます。 
 

  ⑥【拡充】北海道日本ハムファイターズとの連携強化 

（ファイターズファーム連携推進室、文化・スポーツ課）…本編Ｐ.９１、Ｐ.１０３ 

    

令和５年３月に北海道北広島市に北海道日本ハムファイターズのエスコンフィール

ドＨＯＫＫＡＩＤＯが開業したことから、北海道日本ハムファイターズや北海道北広

島市との連携を強化し、交流人口の増加やファイターズ鎌ケ谷スタジアムを含めた回

遊性を向上させる観光施策の強化を図ります。 
 

  

実施年度 
通路部分：令和７年度供用開始 

公園部分：令和８年度供用開始 
重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度以降も継続 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和６年度以降も継続 重点プロジェクト３ 
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 ３ その他 

 国においては、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）への投資として、脱炭素 

化社会の実現に向けた取組みを加速することとしています。 

本市では、令和５年度からスタートした鎌ケ谷市第３次環境基本計画に基づき、市

民・事業者・行政が一体となった環境保全の取組みを推進するとともに、公共施設への

太陽光パネルの設置やＬＥＤ照明への切り替えなど、脱炭素化の取組みを推進します。 
 

① 公共施設の屋根貸し（ＰＰＡ方式）による太陽光発電設備設置等の実施      

(環境課）…本編Ｐ. ６７  

  

ＰＰＡ方式は、市と協定を締結した事業者が太陽光発電システムを施設の屋上等に

設置し、発電した電気を施設に提供する方式で、施設側は電気料を事業者に支払いま

す。太陽光発電システムの設置費用や保守費用は、事業者が負担します。本市におい

ては、災害時の避難施設等に位置づけた４０施設を対象施設として想定し、令和７年

度までに設備設置完了を予定しています。 
 

  ② 公共施設の照明のＬＥＤ化改修の実施                      

脱炭素化への対応や電気使用量の削減を目的として、「市庁舎等の各公共施設の照

明のＬＥＤ化に係る基本方針」に基づき、公共施設の照明のＬＥＤ化改修を実施しま

す。 

（１）総合福祉保健センターＬＥＤ照明改修（社会福祉課） 

…本編Ｐ. １７（別冊Ｐ.３）     

 

 

（２）粟野保育園ＬＥＤ照明改修（幼児保育課）…本編Ｐ．４３（別冊Ｐ．６） 

 

 

（３）小中学校ＬＥＤ照明改修（教育総務課）…本編Ｐ. ４６（別冊Ｐ.９） 

 

 

（４）市民体育館ＬＥＤ照明改修 

（文化・スポーツ課）…本編Ｐ．６０、１０５(別冊Ｐ．４８) 

 

 

（５）鎌ケ谷消防署ＬＥＤ照明改修（消防総務課）…本編Ｐ．６３（別冊Ｐ．１５） 

 

 

 

実施年度 令和５年度から７年度 

実施年度 令和７年度工事（令和６年度設計） 

実施年度 令和７年度工事（令和６年度設計） 

実施年度 令和８年度全校完了（令和４年度から継続） 

実施年度 令和６年度から７年度工事（令和６年度設計） 

実施年度 令和６年度から７年度工事（令和５年度設計） 

脱炭素化の推進 
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（６）中央消防署ＬＥＤ照明改修（消防総務課）…本編Ｐ．６３（別冊Ｐ．１６） 

 

   

（７）市営住宅ＬＥＤ照明改修（建築住宅課）…本編Ｐ．７５ 

 

    

（８）図書館ＬＥＤ照明改修（生涯学習推進課）…本編Ｐ．９４（別冊Ｐ．４３） 

 

 

（９）粟野コミュニティセンターＬＥＤ照明改修（市民活動推進課） 

…本編Ｐ. １０７（別冊Ｐ.４９）      

  

  

（１０）市庁舎ＬＥＤ照明改修（契約管財課）…本編Ｐ. １１８（別冊Ｐ.５２）    

  

 

③ 地球温暖化対策の実施（環境課）…本編Ｐ. ６７               

        

地球温暖化対策として、住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備の設置に 

係る費用について補助を行います。 

 

   第３次行財政改革推進プランに位置付けている取組み項目のほか、ＤＸ（デジタル 

トランスフォーメーション）の推進など国の動向を注視しながら、事務のデジタル化

及び効率化を推進します。 

 

① かまっこすくすくアプリの運営（健康増進課）…本編Ｐ.３６（再掲）      

    

妊婦健診や子どもの成長記録、予防接種スケジュール等をスマートフォンで管理が 

できる電子母子健康手帳機能と子育て支援の情報等を発信するアプリを運用します。 

 

②【新規】公立保育園のＩＣＴ環境を整備（再掲）                  

（幼児保育課）…本編Ｐ.４３（別冊Ｐ.７）（公立保育園ＩＣＴ化整備事業） 

（ＤＸ推進室）…本編Ｐ.１１５（別冊Ｐ.５０）（業務用無線ＬＡＮ整備事業）   

    

保護者の利便性向上及び保育士の負担軽減のため、登降園管理、連絡帳、保育記 

録等の管理が可能なシステムを導入します。 

    また、システムの導入に併せて、保育園内に業務用無線ＬＡＮの整備を行います。 

実施年度 令和６年度工事（令和４年度設計） 

実施年度 令和６年度から 

実施年度 令和６年度から７年度工事（令和５年度設計） 

実施年度 令和５年度から６年度工事（令和４年度設計） 

実施年度 令和６年度工事（令和５年度設計） 

実施年度 令和６年度以降も継続 

実施年度 令和５年度から継続 重点プロジェクト２ 

実施年度 令和８年度導入（７年度整備） 重点プロジェクト２ 

デジタル化の推進 



19 

 

  ③【新規】道路通報システムの導入（道路河川管理課）…本編Ｐ.８３          

 

道路等の損傷や不具合を発見した際に通報することのできる道路通報システムを導 

入します。導入により、市民が簡単かつ短時間で通報できるようになるため、損傷箇 

所の把握と対応までの時間短縮につなげます。 

 

  ④ Ｗｅｂ口座振替サービスの導入（収税課）…本編Ｐ.１１２              

 

市税等納付時の口座振替契約手続きについて、Ｗｅｂ口座振替受付サービスを導入

し、利用者の利便性の向上及び業務の平準化を図ります。 

 

⑤【新規】ペーパーレス会議システムの導入（ＤＸ推進室）…本編Ｐ.１１４           

  

   庁内会議等において、ペーパーレス会議システムを導入します。導入により、会議

の準備時間や印刷経費の削減などの効果を検証しながら、業務の効率化を図ります。 

 

⑥【新規】書かない窓口の実施（ＤＸ推進室）…本編Ｐ.１１５            

  

   来庁者が記入する申請書や届出書について、複数の書類に同内容を書いていただく 

場合があることから、専用のシステムを導入し、来庁者の書く負担の軽減を図りま

す。 

 

⑦【拡充】窓口業務におけるキャッシュレス決済の導入 

（窓口収納金担当課、財政室、会計課）…本編Ｐ.１１５  

  

窓口業務におけるキャッシュレス決済については、令和３年度に市民課、課税課、

収税課にて先行導入していますが、令和６年度は会計課に導入します。 

なお、各公共施設については、導入状況に係る検証等を行ったうえで、段階的に導

入を検討します。 

 

⑧【新規】受験者管理システムの導入（人事室）…本編Ｐ.１１７            

  

 採用試験の受験者情報の一元管理や、動画面接の実施・保存、面接官への情報共有

などができる受験者管理システムを導入します。導入により、データ管理の労力の縮

減等を図り、面接官及び担当職員の負担軽減につなげます。 

 

  

実施年度 令和６年度導入 重点プロジェクト３ 

実施年度 令和５年度導入 

実施年度 令和６年度導入 

実施年度 令和８年度導入 

実施年度 令和３年度から継続（令和６年度拡充） 

実施年度 令和６年度導入 
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⑨ 市公式ＬＩＮＥ情報発信事業（広報広聴室）…本編Ｐ.１２１（別冊Ｐ.５３）    

  

市公式ＬＩＮＥアカウントに必要なシステムを活用し、情報発信の強化及び利便性

の向上を図ります。 

 

① 柏市とのごみの共同処理に関する協議（クリーン推進課）…本編Ｐ.６９         

  

    平成３０年８月に柏市からのごみの共同処理見直しの協議申し入れを受け、令和４ 

年１１月に共同処理の解消も含めた協議開始の確認書を柏市と締結したことから、今 

後、本市の安定したごみ処理体制の確保を図るための協議を進めます。 

 

②（仮称）鎌ケ谷市パートナーシップ制度の策定（男女共同参画室）…本編Ｐ.１０９       

  

    多様な生き方が尊重され、誰もが地域で安心して暮らすことができるまちづくりを 

目指すため、性的マイノリティであることや様々な事情により婚姻関係を結ぶことが 

できないお二人が、信頼できるパートナーと対等な立場で家族になることを市が支援 

するパートナーシップ制度を策定します。 

 

③【新規】日曜日の市民課窓口の開庁（市民課）…本編Ｐ.１１７            

  

    右京塚連絡所（中央消防署内）では、住民票の写し等の証明書の発行業務を行って 

きましたが、令和６年度からの中央消防署の改修工事に伴い、令和６年３月３１日を 

もって廃止となるため、令和６年度から日曜日の市民課窓口の開庁を実施します。 

実施年度 令和４年度から継続 

実施年度 令和４年度から継続 

実施年度 令和７年度制度施行（令和４年度から準備） 

実施年度 令和６年度開始 

その他の取組み 
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第９ 計画策定スケジュール 

年月日 内容 

令和５年 ４月１０日 策定要領の決定 

４月１３日 職員説明会の開催 

４月１３日～５月３１日 

各課で検討シート等の作成 

① 施策・事務事業（事前評価表） 

② 多額の経費を要する事業 

６月１日～７月 ３日 各課ヒアリング 

８月１５日 政策調整会議 

８月２９日 総合基本計画策定会議 

９月２２日 「前期基本計画第１次実施計画（補正版）（案）」決定 

９月２９日 市政報告会 

１０月１０日～１１月 ９日 パブリックコメント 

１２月２０日 政策調整会議 

１月 ９日 総合基本計画策定会議 

１月２９日 「前期基本計画第１次実施計画（補正版）」の決定 

 

 

 


